
 

 

「京都駅東部エリア七条通界隈を巡るスタンプラリー」に係る業務の委託に係る仕様書（提案用） 

 

１ 委託業務名 

  「京都駅東部エリア七条通界隈を巡るスタンプラリー」に係る業務 

 

２ 履行期間 

  契約の日から令和３年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

  京都駅東部エリア（以下「本エリア」という。）は，京都の玄関口・京都駅と東山の文化エリ

アを結ぶ立地にあり，平成２９年４月には元貞教小学校跡地に京都美術工芸大学京都東山キャ

ンパスが開設され，また，令和５年には崇仁地域への京都市立芸術大学（以下「京都芸大」と

いう。）や京都市立銅駝美術工芸高等学校の移転が予定されるなど，文化芸術を基軸としたまち

づくりにより，活性化につながる大きな効果を期待できるエリアである。 

  これを踏まえ本市では，平成３１年３月に「京都駅東部エリア活性化将来構想」を策定し，

地域や関係するまちづくり団体等とも連携してエリア活性化の機運を高めるとともに，「文化芸

術都市・京都」の新たなシンボルゾーンの創生を図るための取組を進めている。 

  本業務は，七条通にある商店街を中心としたスタンプラリーを通じて，地域や商店街，芸術

系大学，施設，事業者など，多様な主体の参画のもと，本エリアに文化芸術と融合した新たな

賑わいを創出し，新型コロナウイルス感染症の影響を受けている商店街及び周辺地域の活性化

を図るとともに，これらの事業者等が本業務を通じてより一層の連携を深めることを目的とす

る。 

 

４ 業務の概要 

（１）名称（仮称） 

京都駅東部エリア七条通界隈を巡るスタンプラリー 

（２）期間 

令和２年冬～令和３年春 約１か月程度 

（３）開催場所 

七条通（堀川通～東大路通）界隈 

（４）実施内容 

ア スタンプラリーの実施 

京都駅東部エリア七条通界隈の回遊性を高めるため，商店街（七条鴨東商店街，七条商

店街振興組合）や施設，大学等を巡るスタンプラリーを実施，スタンプ獲得数に応じて賞

品を抽選でプレゼントする。（スタンプ設置箇所：２０箇所程度） 

  イ 文化芸術を身近に感じられる取組の実施 

スタンプラリーと連携し，スタンプラリー参加者やエリアの方々など誰もが文化芸術を

身近に感じられる取組を実施する。 

 



 

 

５ 委託業務内容 

以下の委託業務（以下「本業務」という。）を委託する。 

【スタンプラリーの実施】 

（１）スタンプラリー台紙（ちらし兼）の作成 

   次の条件をもとにスタンプラリー台紙を制作すること。 

  ア 制作部数 

    20,000部以上 

  イ 仕様 

    Ａ4判 両面オールカラー  

  ウ 掲載内容 

①エリアマップ 

②スタンプポイント施設等の紹介（画像の入手，確認作業も含む） 

③スタンプラリーの紹介（ラリーの参加方法，スタンプ設置箇所及び賞品の紹介等） 

（２）スタンプラリー事業の企画立案 

   京都駅東部エリア七条通界隈の回遊性を高めるスタンプラリー事業の企画立案。 

   なお，スタンプラリーの賞品については，自由に提案すること。 

（３）スタンプの制作 

   スタンプラリー用のスタンプを制作すること。 

   規格については，自由に提案すること。 

  ア 仕様 

    ゴム印式 

  イ 数量 

    スタンプ設置箇所に各２個（予備を含む） 

  ウ スタンプデザイン 

    自由に提案すること。 

（４）サインパネル等の制作 

スタンプラリー参加施設等に掲示するサインパネル等を制作すること。 

   仕様・規格・数量については自由に提案すること。ただし，数量については，スタン

プ設置箇所の１枚以上用意すること。 

（５）広報 

広報媒体に合わせたポスター等の広報物を制作し，スタンプラリーの実施について対

外的に広く発信すること。 

（６）景品の発送業務 

 

【文化芸術を身近に感じられる取組の実施】 

 スタンプラリーと連携し，スタンプラリー参加者やエリアの方々など誰もが文化芸術を身 

近に感じられる取組を自由に提案すること。 

 

※なお，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ，履行期間中に本業務内容の

変更・中止等があった場合は，契約変更を行い，委託料を減額するときがある。 



 

 

６ 成果物 

 次に掲げる成果物を，本業務終了後３０日以内に，京都市に提出すること。 

（１）業務完了届                              ２部 

（２）業務終了報告書                             ２部 

（３）本業務の遂行過程で取得し，又は作成した資料              一式 

（４）上記（１）及び（２）に係る電子データ                 一式 

 

７ 委託料上限額 

  １，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

８ 業務実施条件 

  本業務の実施に当たり，受託者は次の事項を守って行うこと。 

（１）仕様書，企画提案書及び今後の協議によって作成する実施仕様書に基づき，業務を行う。 

（２）本業務を確実に履行できる体制を設けること。 

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ，本市及び国の指針に従い業務を行う

とともに，本業務内容の変更などに即応できる体制を構築しておくこと。 

（４）本市担当職員と十分な連絡を取り，本業務を進めること。また，主要な方針等については

担当職員と協議を行うこと。 

（５）本市が会議等への出席等を要請した場合には，即応できる体制を構築しておくこと。 

 

９ その他 

（１）協議事項 

仕様書に定めのない事項又は本業務の遂行に当たり疑義が生じたときは，本市と受託者と

の間で協議を行う。協議が整わないときは，本市の指示するところによるものとする。 

（２）個人情報等の保護 

受託者は，本業務によって知り得た個人情報及び通常秘密とされる企業情報を，本業務の

目的以外の目的で使用してはならない。委託期間終了後も同様とする。 

（３）損害賠償 

本業務の実施に伴い第三者に与えた損害は，本市の責に帰すべきものを除き，全て受託者

の責任において処理することとする。 

（４）知的財産権 

成果物（上記６）の作成過程で発生した本業務に固有のアイデア，デザイン，手法，資料

の知的財産権は，本市に帰属するものとする。 

したがって，上記の知的財産保護対象物の再利用，複製，再配布等については，本市に事

前申請のうえ本市の許可を得た場合に限る。 

（５）自主的な情報収集 

受託者は，本業務の遂行に必要な情報を自主的に収集し報告するとともに，本市に有益な

提案を積極的に行うこととする。 

 



 

 

（６）会議又は打合せ場所の確保 

受託者は，本業務の遂行に当たり，本市と会議又は打合せを行う必要がある場合は，市役

所内で行うときを除き，会議又は打合せの場所を確保すること。 

 


